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経済財政政策の今後の重要課題について
～「600兆円経済の実現」に向けて～

資料２
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生鮮食品を除く総合
（コア・固定基準）

生鮮食品、石油製品

その他特殊要因を除く総合

（コアコア・連鎖基準）

前月比
10月 コア（固定基準） ： 0.0％

コアコア（連鎖基準） ：▲0.1％

②ＧＤＰデフレーターは改善傾向
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○ アベノミクス第二ステージのマクロ経済運営上の重点課題は、民間主導の好循環の確立、すなわち
① 弱さもみられる現在の流れを明確に反転させ、企業収益の改善を賃金や投資の拡大に結び付け、
デフレ脱却・経済再生の深化を進めること。それによって、消費税率引上げへの抵抗力を強化すること。

② 600兆円経済の実現に向けた取組を本格化すること、である。
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消費動向調査

ＢＥＩ（旧）

生活意識に関するアンケート調査

９月 生活意識に関するアンケート調査（５年後） 3.9％
10月 消費動向調査（１年後） 2.4％
10月 ＢＥＩ 0.8％

ＢＥＩ（新）

１．デフレ脱却・経済再生の深化
（１）デフレ脱却の進捗状況

（備考）１．総務省「消費者物価指数」により作成。
２．「生鮮食品、石油製品その他特殊要因を除く総合」（コアコア）は、「生鮮食品を除く総合」（コア）から

石油製品（ガソリン、灯油、プロパンガス）、電気代、都市ガス代、及びその他の公共料金等を除いたもの。

（備考）１．内閣府「消費動向調査」、日本銀行「生活意識に関するアンケート調査」、bloombergにより作成。
２．「消費動向調査」（一般世帯（２人以上世帯））は、消費税の影響が除かれていない。「生活意識に関するアンケート調査」

は、消費税の影響を含まない。
３．「消費動向調査」及び「生活意識に関するアンケート調査」は、訪問留置調査から郵送調査への変更などがあったため、

数値の不連続が生じている。破線部（「消費動向調査」の2012年７月～2013年3月、「生活意識に関するアンケート調査」
の2006年４月～６月）は、郵送調査による試験調査の参考値。

４．ＢＥＩ（ブレーク・イーブン・インフレ率）は、市場が推測する期待インフレ率を表す指標であり、以下の通り計算される。
ＢＥＩ＝国債利回り－物価連動債利回り。（ＢＥＩ（旧）は、2008年10月まで発行されていた旧物価連動債、
ＢＥＩ（新）は、2013年10月以降発行されている新物価連動債の利回りを使用）

（備考）内閣府による試算値。ＧＤＰギャップ＝（実際のＧＤＰ－潜在ＧＤＰ）／潜在ＧＤＰ。

（備考）内閣府「国民経済計算」により作成。

④予想物価上昇率は概ね安定的に推移

③ＧＤＰギャップは縮小傾向にあるものの依然マイナスで推移①消費者物価（コアコア）の基調は緩やかに上昇

(前年同期比、％)
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○ 個人消費、投資など民間需要の着実な拡大に向け、
① 消費税率引上げの影響を十分に吸収できるように、名目所得が増加し、実質賃金も上昇する状況
を作っていくことが極めて重要。デフレ脱却に伴う物価上昇に加え、消費税率再引上げに伴う追加的
な物価上昇とそれによる実質可処分所得への影響（1.3％程度）を十分に上回る必要がある。
こうしたマクロ経済環境を踏まえ、来年、再来年と、賃金や最低賃金が確実に上がっていくことが重要。国

は企業の賃金引上げに向けて環境整備をさらに進める。
② 企業側の動向をみると、設備投資は、前回は経常利益を上回る水準で行われていたが、今回は経
常利益に比べて低水準にとどまっている。投資・研究開発投資、人的投資の促進が重要。

○ 日本銀行による2％の物価安定目標の実現を引き続き期待。

（２）賃金・最賃の継続的引上げ、投資の拡大
①消費税率引上げへの抵抗力の強化

２

（備考）１．厚生労働省「毎月勤労統計調査」、一般財団法人労務行政研究所「2014年度 モデル賃金・賞与実態調査」
により作成。

２．「2014年度 モデル賃金・賞与実態調査」は全国証券市場の上場企業（新興市場の上場企業も含む）3427社と、
非上場企業（資本金５億円以上かつ従業員500人以上）1280社の合計4707社のうち、回答のあった271社を集計。

３．ベースアップとは、物価上昇等に応じて賃金表を書き換えるなど定期昇給以外の事由による賃金増額部分。
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②企業の積極経営を評価する環境整備

○ 法人税改革等とともに、人件費・設備投資・Ｒ＆Ｄ等において積極経営を行う企業をより「見える化」
し、市場で積極的に評価される環境整備を促し、好循環を拡大すべき。
また、機関投資家等による中長期的投資や成長を重視したガバナンスの促進等が重要。

（備考）１．日経NEEDSより作成。金融、保険業を除く。連結ベース。対象企業は、東証１部・２部等の金融取引所の上場会社。
２．2012年度から2014年度にかけてのキャッシュアウト/現預金等比率の変化に対し、上昇や低下に寄与している企業を抜粋。

キャッシュアウトとは、設備投資額、人件費、研究開発投資額、配当額の合計。現預金等とは、貸借対照表上の資産に
計上される現金及び預金、流動資産に属する有価証券、投資有価証券（Ｍ＆Ａ等で取得した子会社株式は連結ベースでは
相殺され含まれない）の残高の合計。 ３
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キャッシュアウト/現預金等比率低下企業

（年度）

Ｇ社

Ｈ社Ｆ社

Ｅ社

(2012年度＝100）

（年度） 2012 2013 2014

キャッシュアウト/現預金等比率 100.0 147.7 145.5

経常利益 100.0 121.3 139.4

キャッシュアウト/現預金等比率 100.0 87.0 146.1

経常利益 100.0 109.2 97.1

キャッシュアウト/現預金等比率 100.0 67.8 148.8

経常利益 100.0 111.7 120.2

キャッシュアウト/現預金等比率 100.0 257.8 183.6

経常利益 100.0 113.6 121.0

キャッシュアウト/現預金等比率 100.0 97.2 78.3

経常利益 100.0 127.2 124.9

キャッシュアウト/現預金等比率 100.0 59.4 77.5

経常利益 100.0 91.2 163.1

キャッシュアウト/現預金等比率 100.0 74.1 77.1

経常利益 100.0 106.1 116.3

キャッシュアウト/現預金等比率 100.0 79.9 69.5

経常利益 100.0 329.4 473.7
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銀行借入を活用し、足下では設備投資を拡大。

利益が増加する中で、ここ数年は設備投資や人件費を積極的に拡大。

業界内で設備が過剰になる中、投資規模を縮小。資産売却も進み、現預金等が増加。

利益は好調に推移も、設備投資や研究開発投資が少なく、現預金等が大幅に増加。

足下、人件費や研究開発費増も、利益に対しキャッシュアウトが少なく、現預金等が拡大。

円安等を背景とした利益増に比べ、設備投資や研究開発費等の増加は限定的。

好調な利益に加え、銀行借入や社債発行等も活用し、設備投資を拡大。

利益が堅調に推移する中、足下ではキャッシュフローを上回る設備投資を実施。



Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ

13 14 15

（期）
（年）

駆け込みと反動
±３兆円程度

反動以外の要因
▲３兆円台後半

①反動減以外の要因
3兆円台後半（2014年度合計）※機械的に試算

②駆け込み需要の反動減
3兆円程度（2014年度合計）

・マクロの消費関数を推計し、理論値と実績の
差を駆け込み需要とその反動減としている。

ⅰ）消費税率引上げによる実質所得減少の影響
（所得効果）
2兆円台半ば（2014年度合計）

ⅱ）天候不順の影響
0.05～0.5兆円程度（2014年Ⅲ期）
（平成26年11月18日経済財政諮問会議資料）

ⅲ）その他

（備考）「平成27年度経済財政白書」に基づき作成。 ４

2014年度の民間最終消費支出の推移（イメージ）

600兆円経済の実現に向けては2017年4月からの消費税率再引上げを円滑に行える環境を作り出すこと
が重要。この観点からは、マクロ経済財政運営に当たって、
○ 2016年度は消費税率再引上げを乗り越えられる地力を強化し、2017年度は消費税率10％への引上
げ時に、予定されている低所得者対策を含め、需要下支え的に進めるべき。

○ 2016年央から始まる耐久財を中心とする駆け込み需要と消費税率引上げ後の反動減の平準化が必
要（例えば、将来につながる省エネ投資、省エネ住宅や次世代型車両の購入の促進）

○ 経済再生とともに財政健全化に向け、経済財政一体改革を着実に推進。

（３）2017年度に向けた適切なマクロ経済運営等



○ 女性や高齢者の就労の壁（配偶者手当、社会保険等に伴ういわゆる103万円、130万円の壁）は、個人が所得
を得る機会を減らすだけでなく、それを大きく上回る社会的損失をもたらす。就労の壁について早期に対応方針
を打ち出すべき。

５

○女性や高齢者の就労の壁は、個人が所得を得る機会を減らすだけでなく、それを大きく上回る社会的損失をもたらす。

（備考）税負担は所得税、住民税。第２号被保険者は厚生年金・健康保険（協会けんぽ（東京支部、高齢者については介護含む）に加入、国保は東京23区の中央値（豊島区）に加入した場合。高齢者については、60歳到達時の賃金月額
35万円、年金月額（調整前）は60～65歳未満で10万円、65～70歳で15.4万円と仮定。本人の可処分所得について機械的試算を行ったものであり、配偶者や世帯の可処分所得に影響を与える配偶者手当や配偶者控除の影響は
考慮していない。

＜主婦等＞
（注）配偶者手当や配偶者控除

の影響は考慮していない

パート、年収100万円、第３号被保険者
↓

パート、年収150万円、第２号被保険者

（１） 女性の就労調整の是正による社会的利益（100万人就業時間増の場合の機械的試算）

・社会保険料負担 0円→約20万円
・税負担 0円→約6万円
・可処分所得 100万円→約124万円

（本人負担と可処分所得）

２．「600兆円経済の実現」に向けた取組みの本格化
（１）社会的利益の拡大（もっと働きたい女性、高齢者の就労促進）

社会的利益の拡大 約0.7兆円
（うち個人所得増 約0.2兆円）

○社会保険料（本人、事業主計） 約4,000億円
○税収 約600億円
○可処分所得 約2,400億円

（２） 高齢者の就労調整の是正による社会的利益(（60～65歳未満:50万人就業時間増、65歳～70歳未満：50万人雇用増の場合の機械的試算）

＜60歳～65歳未満＞

パート、年収100万円、国保
↓

フルタイム、年収240万円、被用者保険

（本人負担と可処分所得） 社会的利益の拡大 約0.9兆円
（うち個人所得増 約0.5兆円）

○社会保険料（本人、事業主計） 約2,600億円
○税収 約500億円
○年金給付、高年齢雇用継続給付 約300億円
○可処分所得 約5,300億円

＜65歳～70歳未満＞

無職、国保
↓

パート、年収150万円、被用者保険

・年金収入 約120万円→約94万円
・高年齢雇用継続給付 約15万円→約36万円
・社会保険料負担 約16万円→約34万円
・税負担 約6万円→約16万円
・可処分所得 約214万円→約319万円

（本人負担と可処分所得）

・年金収入 約185万円→約185万円
・社会保険料負担 約5万円→約22万円
・税負担 約4万円→約14万円
・可処分所得 約176万円→約299万円

社会的利益の拡大 約0.9兆円
（うち個人所得増 約0.6兆円）

○社会保険料（本人、事業主計） 約2,000億円
○税収 約500億円
○可処分所得 約6,000億円
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（備考）国税庁「統計年報」により作成。

（２）アベノミクスの成果の一億総活躍と財政健全化への還元等

○ 税収、社会保険料収入など、幅広くアベノミクスの成果が出現。こうした成果を一億総活躍と財政健全
化に還元し、600兆円経済を確実に実現すべき。

○ 株式を多く保有している高齢者層を中心に保有資産が増加。資産所得から薄く広く貢献を求める、もし
くは贈与・相続時に負担を求めることにより、資産効果の一部を、少子化対策の安定財源として子育て世
帯など現役世代に社会還元すべき。

（万円）

【貯蓄現在高五分位の境界値】

６

金融所得源泉分離課税による所得税収の推移

安倍政権下の税収増（2012年度以降の累積額）
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（万円） 貯蓄現在高五分位別の消費支出

（備考）総務省「家計調査」より作成。暦年平均値。二人以上世帯。

（2012年) 254～ 673～ 1,303～ 2,608～
（2014年)       253～ 687～ 1,383～ 2,746～

○世帯の構成比
貯蓄 ～700万 700～1,400万 1,400万～
2012年 40.8％ 21.5％ 37.7％
2014年 40.3％ 19.9％ 39.8％

○貯蓄現在高（平均）
2012年 1,658万円
2014年 1,798万円 (8.4％増)



グローバル・バリューチェーン

域内での関税撤廃・投資ルールの整備

TPP域内への投資活性化

日本

高付加価値拠点の呼び込み

研究開発等の連携

○ TPPの下での新たなグローバル・バリューチェーンの構築、研究開発拠点をはじめとする
投資のハブとしての日本

○ イノベーション・ナショナルシステムの構築
○ 規制改革、歳出改革（公的分野の産業化）等を通じた子育てや健康サービス等の拡大
○ インバウンドによる消費等拡大（民泊を始めとする規制改革等）
○ 2020年東京五輪、2019年ラグビー・ワールドカップ等の機会の活用、等

（３）新たな付加価値創造への取組
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2012 2013 2014 2015

訪日外客数

（期）

（年）

（億円）

訪日外国人消費額

（目盛右）

【訪日外客数】

４－６月 500.9万人

７－９月 534.8万人

【訪日外国人消費額】

４－６月 8,893億円

７－９月 １兆９億円

年間訪日外客数

2012年： 834万人

2013年：1,037万人

2014年：1,341万人

（万人）

（備考）日本政府観光局「訪日外客数の動向」、観光庁「訪日外国人消費動向調査」により作成。

（備考）内閣官房TPP政府対策本部「総合的なTPP関連施策大綱 参考資料」平成27年11月25日より抜粋。

訪日外客数、訪日外国人消費額の推移

予防医療・介護・保育の産業化による直接・間接の経済効果（暫定試算）

新たな潜在
需要の実現

直接効果
（雇用創出・総生産誘発効果）

間接効果

予防医療・
健康寿命延伸
（２～５兆円程度）

40～90万人
４～10兆円

－健康寿命の延伸によるアクティブ
シニア層の増加による消費拡大効果

消費 0.5～0.7兆円

介護サービス
（６～８兆円程度）

150～180万人
９～11兆円

－家族介護者の就業継続による
雇用・所得・消費増

雇用 70万人
所得 0.9～２兆円
消費 0.3～0.7兆円

保育サービス
（0.3～1.5兆円程度）

５～27万人
0.5～２兆円

－女性の就業継続による
雇用・所得・消費増

雇用 170万人
所得 ２～５兆円
消費 0.7～２兆円

（備考）11月４日経済財政諮問会議民間議員ペーパー「強い経済・ＧＤＰ600兆円に向けて」における子育て、介護、健康増進・予防サービスの
潜在需要額の試算をもとに推計。直接効果は、産業連関表を用いて１次波及効果を推計。間接効果は、家計調査や就業構造基本調査等に
もとづき一定の仮定をおいて試算したもの。消費額の試算には限界消費性向0.35を用いている。
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